
 

佐賀県西松浦郡有田町 

佐賀県西松浦郡有田町

立部乙 2202番地 

アリタ タロウ 

有田 太郎 

8 4 1 

有田 花子 

アリタ ハナコ 

佐賀県西松浦郡有田町

立部乙 2202番地 

平成元 3 1 平成2 4 1 

佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202 佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202 

有田 太郎 

有田 秀吉 

田中 ミツ 

山田 信長 

   町子 長 二 

✓ 

✓ ✓ 

佐賀県西松浦郡有田町岩谷川内二丁目 8 山田 花子 

有田 春 

有田 夏 

✓ ✓ 

佐賀県西松浦郡有田町

大樽二丁目 5番 1号 

有田 太郎 有田 花子 

平成 24 

 

3 

✓ 

佐賀県西松浦郡有田町

立部乙 2202 

佐賀県西松浦郡有田町

岩谷川内二丁目８ 

佐賀県西松浦郡有田町

戸杓乙 3100番地 1 

有田 秀吉 山田 町子 

昭和 35 3 3 昭和 35 5 1 

✓ 

✓ 

✓ 

営業職または 04 事務職または 03 

連絡先 夫電話 080-0000-0000 

    妻電話 090-1234-5678 

●住民票を登録してい

る住所を記入してくだ

さい。 

●住所を変更する場合

は別途、住民異動届

の提出が必要です。 

●夫婦での話し合いによる

離婚は「協議離婚」に☑ 

●婚姻時に氏が変わった

方が現在の氏を使用

する場合は、「離婚の

際に称していた氏を称

する届（戸籍法 77条

の 2届）」を提出する必

要があります。この場

合、もどる者の本籍欄

は何も記入しないでく

ださい。 

●未成年の子がいる場合 

  ・未成年の子の氏名欄 

  ⇒いずれかの欄に、子の氏名（フルネーム）を記入してください。 

  ・協議離婚の場合、親権者の定めについて真意に基づいて合意したか 

  ⇒合意していれば、☑ 

署名は必ず本人が

自署してください。 

（押印は任意） 

●協議離婚の場合、 

証人（成人 2人）の署

名が必要です。ただ

し、裁判離婚の場合

は、必要ありません。 

（押印は任意） 

●面会交流・養育費の分

担についてチェックして

ください。 

窓口に提出する日を記入してください。 

日中、つながりやすい電話

番号を記入してください。 

↓国勢調査の年のみ記入してください。↓ 

記載例（新様式） 


